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にこにこ　いきいき　みんなでつくろう　やさしいまち

　
１
月
17
日
に
、
や
ま
び
こ
広
場
神
郷
で「
お
互

い
さ
ま
研
修
会
」
を
開
催
し
、
福
祉
委
員
や
地

域
活
動
者
な
ど
86
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
講
師
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
の

濱
﨑
絵
梨
准
教
授
か
ら
、
少
子
高
齢
化
・
核
家

族
化
が
進
み
、
身
近
に
頼
れ
る
人
が
い
な
い

「
社
会
的
孤
立
」
が
増
え
て
い
る
今
、
地
域

で
気
に
か
け
合
い
、
声
を
か
け
合
い
、
楽
し

く
活
動
に
参
加
し
、
交
流
を
す
る
こ
と
が
何

よ
り
の
健
康
の
秘
訣
で
あ
る
、
と
の
話
が
あ

り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
介
護
予
防
体
操
指
導
士
の
三
村
幸
子

氏
か
ら
、
座
っ
て
で
き
る
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
体
操

を
教
わ
り
、
心
も
体
も
前
向
き
に
元
気
に
な
る

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　
本
会
で
は
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
、
「
お
互
い
さ
ま
」
の
気
持
ち

で
元
気
に
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

お
互
い
さ
ま
研
修
会

にいみにいみ
令和８年３月発行

第127号

社協だより社協だより

発　行

社
協
は
、
地
域
福
祉

（
助
け
合
い
の
地
域
づ
く
り
）に

　
　
取
り
組
む
団
体
で
す
！

ピオーラちゃん



新見市社会福祉協議会では、

「新見市成年後見相談センター」と　　 「新見市生活相談支援センター」を中心として、
相談者に寄り添ったきめ細やかな　　 相談支援を行っています。
それぞれのセンターで、どの　ような　　 相談に対応しているのか紹介します。

特集

　新見市生活相談支援センターでは、生活の中でのさまざまな困りごとや悩みごとを一緒に
考えます。お金のこと、仕事のこと、暮らしのこと、家族のこと、病気のことなど、どのよ
うなことでもお伺いしますので、お気軽にご相談ください。なお、秘密は固く守られます。

新見市生活相談支援センター
☎0867-88-6588

・話を聞いてもらえてホッとした。
・相談できる人ができて嬉しい。
・家計改善支援で家計の収支が見えるようになった。
・一人では分からなかったことを、丁寧に教えてくれた。
・さまざまな専門機関を紹介してもらえた。

●支払いがかさみ、次の給料日まで食べるものがない。
●支払いができておらず、明日電気が止まる。
●借金があり、生活に困っている。
●家計がうまくまわらない。
●子どもがひきこもっている。
●仕事をしたいが、働けるか不安。　など

　認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を法律的に支援する
ための「成年後見制度」に関する相談や利用支援、制度の普及啓発のための出前講座などを
行っています。

新見市成年後見相談センター
☎0867-72-7306

　成年後見制度とは、認知症や知的障
がい・精神障がいなどにより判断能力が
不十分な方が、自分らしく安心して生活
するために、本人の権利や財産を守り、
本人の意思を尊重した生活ができるよう
支援するための制度です。

成年後見制度とは？

日常生活自立支援事業
　判断能力が不十分な方が地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や
日常的な金銭管理、大切な書類の保管などのお手伝いを行うサービスです。社会福祉協議会
とご本人との契約に基づき支援を行います。

　より良い相談支援を実現するため、地域のさまざ
まな関係機関と連携し、支援ネットワークづくりに
取り組んでいます。
　その一環として、年に２回、関係機関の皆さんと
研修や情報交換の場（生活困窮者等自立支援ネッ
トワーク会議）を設け、地域の課題や支援の方向
性を共有しています。
　こうした連携を通じて、相談者の方が必要な支援
につながりやすい環境づくりを進めていきます。

相談者の声相談者の声

成年後見制度をわかりやすく学んで
いただけるよう、出前講座を行っています

生活困窮者等
自立支援ネットワーク会議の様子

●福祉施設の入所などの契約ができない
●預貯金の管理や解約ができない
●頼れる親族がいない

こんな心配がある人はご相談ください

相談例

困ったときは新見市  社協にご相談ください

❶ 認知症高齢者、知的障がい・精神障がいのある方などで、
　 日常生活や、福祉サービスの契約などの判断に不安がある方
❷ 本事業を利用する意思がある方
❸ 本事業の契約内容が理解できる方

利用できる方

にいみ社協だより　第127号 2



新見市社会福祉協議会では、

「新見市成年後見相談センター」と　　 「新見市生活相談支援センター」を中心として、
相談者に寄り添ったきめ細やかな　　 相談支援を行っています。
それぞれのセンターで、どの　ような　　 相談に対応しているのか紹介します。

特集

　新見市生活相談支援センターでは、生活の中でのさまざまな困りごとや悩みごとを一緒に
考えます。お金のこと、仕事のこと、暮らしのこと、家族のこと、病気のことなど、どのよ
うなことでもお伺いしますので、お気軽にご相談ください。なお、秘密は固く守られます。

新見市生活相談支援センター
☎0867-88-6588

・話を聞いてもらえてホッとした。
・相談できる人ができて嬉しい。
・家計改善支援で家計の収支が見えるようになった。
・一人では分からなかったことを、丁寧に教えてくれた。
・さまざまな専門機関を紹介してもらえた。

●支払いがかさみ、次の給料日まで食べるものがない。
●支払いができておらず、明日電気が止まる。
●借金があり、生活に困っている。
●家計がうまくまわらない。
●子どもがひきこもっている。
●仕事をしたいが、働けるか不安。　など

　認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を法律的に支援する
ための「成年後見制度」に関する相談や利用支援、制度の普及啓発のための出前講座などを
行っています。

新見市成年後見相談センター
☎0867-72-7306

　成年後見制度とは、認知症や知的障
がい・精神障がいなどにより判断能力が
不十分な方が、自分らしく安心して生活
するために、本人の権利や財産を守り、
本人の意思を尊重した生活ができるよう
支援するための制度です。

成年後見制度とは？

日常生活自立支援事業
　判断能力が不十分な方が地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や
日常的な金銭管理、大切な書類の保管などのお手伝いを行うサービスです。社会福祉協議会
とご本人との契約に基づき支援を行います。

　より良い相談支援を実現するため、地域のさまざ
まな関係機関と連携し、支援ネットワークづくりに
取り組んでいます。
　その一環として、年に２回、関係機関の皆さんと
研修や情報交換の場（生活困窮者等自立支援ネッ
トワーク会議）を設け、地域の課題や支援の方向
性を共有しています。
　こうした連携を通じて、相談者の方が必要な支援
につながりやすい環境づくりを進めていきます。

相談者の声相談者の声

成年後見制度をわかりやすく学んで
いただけるよう、出前講座を行っています

生活困窮者等
自立支援ネットワーク会議の様子

●福祉施設の入所などの契約ができない
●預貯金の管理や解約ができない
●頼れる親族がいない

こんな心配がある人はご相談ください

相談例

困ったときは新見市  社協にご相談ください

❶ 認知症高齢者、知的障がい・精神障がいのある方などで、
　 日常生活や、福祉サービスの契約などの判断に不安がある方
❷ 本事業を利用する意思がある方
❸ 本事業の契約内容が理解できる方

利用できる方

にいみ社協だより　第127号3



　新見市社協では、地域住民同士の助け合い・支え合い活動を推進し、「お互いさま」の気持
ちが広がる地域づくりを目指しています。
　今号では、各地区で行われている住民主体の地域活動についてご紹介します。

　神郷高瀬地区では、高齢者の買い物支援などの活動に取り組もうと、地域運営組
織「豊永支え合いネット」の方から豊永地区買い物ツアーの取組について学んだり、
小地域ケア会議で実施方法について考えたりするなど、前向きな意見交換が行われ
ています。
　会議では、「まずは地域の高齢者
に聞き取りをしてみよう」「せっかく
なら、買い物以外の困りごとについ
ても聞いてはどうだろう」などの意
見が出され、活動実施に向けて熱心
な話し合いが行われています。

活動実施に向けた話し合いの様子

　哲多町蚊家地区では、地域運営組織「未来へつなぐ蚊家」の暮らし安全部会が主
体となり、除雪支援（スコップ隊）事業を行っています。
　スコップ隊は、地域運営組織の役員や、暮らし安全部会員で編成し、活動します。
　高齢者のみの世帯や身体障害者
手帳を所持している方がいる世帯、
支援が必要と認められる世帯（自力
で除雪が困難な世帯）を対象に、１
時間当たり１,０００円の利用料金で、
除雪依頼を受けて活動しています。
　これからも、未来へつなぐ蚊家は、
地域の安全、安心のため、支え合い
活動の充実に取り組んでいきます。

令和６年度は４件の活動がありました

蚊家地区
除雪支援（スコップ隊）事業

高瀬地区
買い物支援実施に向けて協議中

にいみ社協だより　第127号 4



TOPICS １・２月のできごと
トピックス

　
１
月
20
日
に
、
神
郷
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
で
、
地
域
住
民
や
利
用
者
、
利
用

者
の
ご
家
族
な
ど
を
委
員
と
す
る
「
運
営

推
進
会
議
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
会
議
で
は
、
事
業
所
の
運
営
状
況
の
報

告
や
、
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
協
議
し
、

「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
行
く
こ
と
で
、
歩
く

機
会
が
増
え
た
」「
地
域
と
の
交
流
の
機

会
が
広
が
っ
て
ほ
し
い
」
な
ど
意
見
が
出

さ
れ
、
３
月
に
は
、
こ
ど
も
園
と
の
交
流

を
計
画
し
ま
し
た
。

　
こ
の
会
議
の
結
果
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

神
郷
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

運
営
推
進
会
議

運営推進会議の様子

　
１
月
28
日
に
、認
知
症
カ
フ
ェ
「
ピ
オ
ー

ラ
カ
フ
ェ
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
湯
川
い
さ
み
会
の
皆
さ
ん
に

よ
る
獅
子
舞
を
鑑
賞
し
た
ほ
か
、
裏
千
家

新
見
同
好
会
の
皆
さ
ん
が
点
て
た
抹
茶
を

い
た
だ
く
な
ど
、
楽
し
み
な
が
ら
認
知
症

へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

　
ピ
オ
ー
ラ
カ
フ
ェ
は
、
奇
数
月
の
第
４

水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。（
次
回
の
予
定
を
８
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
ま
す
。）

獅子舞を鑑賞しました

ピ
オ
ー
ラ
カ
フ
ェ

　
２
月
14
日
に
、「
な
ん
で
も
相
談
会
」

を
開
催
し
、「
相
続
」「
不
動
産
」「
借
金
」「
介

護
」「
成
年
後
見
制
度
」
な
ど
、
20
件
の

相
談
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
相
談
会
で
は
、
地
域
住
民
の
皆
さ

ま
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
り
ご
と
に
対

し
、
弁
護
士
や
司
法
書
士
、
税
理
士
、
介

護
支
援
専
門
員
な
ど
各
分
野
の
専
門
家
が

無
料
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

な
ん
で
も
相
談
会

相談会の様子

にいみ社協だより　第127号5



■赤い羽根共同募金　募金実績

　赤い羽根共同募金は、来年度に行われる岡山県内の福祉施
設・団体などの活動や、市内の地域福祉活動に活用されるほか、
災害時の支援活動にも役立てられます。
　また、歳末たすけあい募金は、ひとり暮らし高齢者などへの
歳末訪問活動や、ぴおーらキッチンの食材費、小・中学校など
への図書カード配布事業などに活用させていただきました。

　新見市社協では、赤い羽根共同募金を財源として、各地区で「友愛訪問事業」を実施して
います。
　この事業は、75 歳以上の一人暮らしの方や、80歳以上のみの世帯の方を対象に、年3回、
地区社協や地域運営組織、地域のボランティア団体などの皆さんがご自宅を訪問し、お弁当や
日用品をお渡しするとともに、心配ごとがないかなどの
確認を含めた「あたたかい声かけ」を通じて、孤立防止
や見守り、安否確認を行う活動です。
　この活動を通じて、高齢者の方からは、「いつも楽し
みに待っている」などの声が、ボランティアの方からは、
「多くの方と顔見知りになれ、いろいろな話をしてくれる
ようになって嬉しい」などの声が寄せられ、地域の中に
安心できる関係づくりが広がっています。

（令和8年１月末現在）

（令和8年１月末現在）

戸別募金：地域の各世帯の皆さまから

法人募金：企業や商店などの皆さまから

職域募金：市内で働く皆さまから

イベント募金：市内のイベントで行った募金運動に寄せられたもの

店頭募金：店頭に設置した募金箱に寄せられたもの 

街頭募金：募金運動初日に行った街頭募金によるもの

自動販売機募金：赤い羽根自動販売機の売上の一部

学校募金：市内の小学校に通う児童の皆さまから

その他個人からの募金など　

3,953,500 円

951,000 円

705,528 円

139,832 円

177,755 円

32,230 円

30,884 円

29,493 円

54,814 円

募金内容 金　　額

合　　計 6,075,036 円

■歳末たすけあい募金　募金実績

3,980,750 円

11,673 円
3,992,423 円

戸別募金：地域の各世帯の皆さまから

その他個人からの募金など

募金内容 金　　額

合　　計 街頭募金の様子

イベント募金の様子

みなさま、あたたかいご協力をありがとうございました！

◆友愛訪問事業の紹介

にいみ社協だより　第127号 6



■令和7年度　社会福祉協議会会員加入状況

　市民の皆さまのご理解とご協力により、
多くの個人・企業・団体の皆さまに、社
会福祉協議会会員としてご加入いただきま
したことに、厚くお礼申し上げます。
　寄せられた会員会費は、地区社会福祉
協議会への助成をはじめ、各地域の住民
が主体となって行う地域福祉活動の財源な
どに活用させていただきます。
　ご協力、誠にありがとうございました。

1,200,000 円

132,000 円

6,778,000 円

8,110,000 円

特別会員会費

賛助会員会費

普通会員会費

会費の種類 会費実績

合　　計

●令和8年度分の加入を受け付けています。詳しくは本会本所・各支所におたずねください。

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

（ふくしの保険ホームページ）

商品パンフレットは
コチラから

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

令和８年度

〈SJ25-09878より抜粋〉

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

ケ
ガ
の
補
償

年間保険料

賠
償
責
任

の
補
償

死亡保険金
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

4,000円

350円 500円

通院保険金日額
地震・噴火・津波による死傷
賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術
保険金

保険金の種類
プラン

＜重 要＞
団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

（令和8年１月末現在）

菅生地区「花見ぃーいこーや」の様子

にいみ社協だより　第127号7



相談会を開催します

３月18日（水）
４月15日（水）

10：00～15：00
10：00～15：00

場所：新見市地域福祉センター
法律相談（ 要予約 ）

３月18日（水）
４月15日 （水）

9：00～12：00
9：00～12：00

心配ごと相談
場所：新見市役所南庁舎

※予約先  ☎72-7306  地域福祉推進課

ピオーラカフェ開催のお知らせ

期　日：３月25日（水）
　　　　13:30 ～15:30
場　所：新見市地域福祉センター
内　容：・認知症への理解を深める講話
　　　　　講師：新見市在宅医療・介護支援センター
　　　　　　　  難波　美保子　氏
　　　　・椅子に座ってできるリフレッシュ体操
　　　　　講師：介護予防体操指導士  三村  幸子  氏 など
参加費：200円（申し込み不要）

【
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】
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小
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正
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（
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ス
ミ
子
）

新
　
見
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・
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京
子
）

新
　
見
　
　
今
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嘉
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（
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孝
子
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新
　
見
　
　
松
井　

敏
郎

	

（
亡
父
　
昭
二
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大
佐
小
阪
部
　
横
張　

泰
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（
亡
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勝
己
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大
佐
田
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石
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大
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永
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男
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時
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町
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孝
治
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亡
父
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扱
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ご寄付ありがとうございました。ご寄付ありがとうございました。
　令和７年 12月１日から令和８年１月31日までに、本会に寄せられたご寄付について　令和７年 12月１日から令和８年１月31日までに、本会に寄せられたご寄付について
報告します。（敬称略・順不同）報告します。（敬称略・順不同）

【
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草
】
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９
１
点
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